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【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンピュータのプロセッサで実行されることにより、
　被検眼全体の屈折に関する屈折情報を含む被検眼の特性に関する情報を少なくとも取得
する取得ステップと、
　前記被検眼の特性に関する情報であり、且つ、矯正レンズの処方に用いられる情報が集
約される第１のレポート、
および、
眼球モデル画像を少なくとも含む第３のレポートであって、前記被検眼の特性に関する情
報の少なくとも一部が、眼球モデル画像における各々の眼球部位と対応付けられて表示さ
れる第３のレポート、を生成し、少なくともいずれかのレポートを選択的にモニタに表示
させる表示制御ステップと、
　を前記コンピュータに実行させるレンズ処方補助プログラム。
【請求項２】
　前記取得ステップでは、更に、前記屈折情報に少なくとも基づいて生成され、矯正レン
ズの処方を想定した被検眼の見え方を示す矯正シミュレーション情報を取得し、
　前記表示制御ステップでは、前記第１のレポートと、前記矯正シミュレーション情報が
少なくとも含まれる第２のレポートと、前記第３のレポートと、のうち少なくともいずれ
かのレポートを選択的にモニタに表示させる請求項１記載のレンズ処方補助プログラム。
【請求項３】
　前記取得ステップでは、更に、前記屈折情報に少なくとも基づいて生成され、矯正レン
ズの処方を想定した被検眼の見え方を示す矯正シミュレーション情報を取得し、
　前記表示制御ステップでは、前記第３のレポートにおいて、前記矯正シミュレーション
情報を更に表示させると共に、前記被検眼の特性に関する情報として、前記矯正シミュレ
ーション画像における見え方に影響を与える情報を表示させる、
請求項１記載のレンズ処方補助プログラム。
【請求項４】
　前記取得ステップでは、被検眼の特性に関する情報、および、前記シミュレーション情
報を、昼間時と夜間時との両方において取得し、
　前記表示制御ステップでは、選択的にモニタに表示されるそれぞれのレポートにおいて
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、昼間時と夜間時との両方における前記被検眼の特性に関する情報または前記シミュレー
ション情報を表示させる、請求項１から３のいずれかに記載のレンズ処方補助プログラム
。
【請求項５】
　前記表示制御ステップでは、前記矯正シミュレーション情報と共に、矯正状態における
被検眼のコントラスト視力の予測値を示すコントラスト視力情報を表示させる請求項２又
は３に記載のレンズ処方補助プログラム。
 
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【発明の名称】レンズ処方補助プログラム
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、検眼結果に基づいて眼鏡の処方を補助するためのレンズ処方補助プログラム
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、被検眼の屈折力に関する情報を他覚的に測定する検眼装置が知られている。
検眼装置による他覚測定の結果は、例えば、モニタに表示される等の出力を経て、眼鏡レ
ンズ等の矯正レンズの処方に活用される。　
【０００３】
　例えば、本件出願人による特許文献１には、被検眼の眼球を模した眼球モデル画像にお
ける眼球の部位ごとに、その部位と対応する被検眼の他覚測定の結果に関する情報が、対
応づけられて表示される装置が、開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１５－１４４７３０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、特許文献１に開示された眼球モデル画像を用いた表示に含まれる情報のみでは
、検者が自覚検査および矯正レンズの処方を進めるうえで不十分であった。本発明者は、
自覚検査および矯正レンズの処方を行ううえで有用な情報を、検者および被検者にわかり
易く把握させるための表示方法について、検討を行った。　
【０００６】
　また、本発明者は、眼鏡店等において通常在庫されている矯正レンズを処方する場合で
あっても、レフ値以外の種々の条件を考慮した、より高い質の見え方となるレンズ処方を
、検者および被検者に促しやすい表示について、検討を行った。　
【０００７】
　本開示は、上記事情の少なくとも１つに基づいてなされたものであり、矯正レンズの処
方をより好適に行いやすいレンズ処方補助プログラムの提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本開示の第１態様に係るレンズ処方補助プログラムは、コンピュータのプロセッサで実
行されることにより、被検眼全体の屈折に関する屈折情報を含む被検眼の特性に関する情
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報を少なくとも取得する取得ステップと、前記被検眼の特性に関する情報であり、且つ、
矯正レンズの処方に用いられる情報が集約される第１のレポート、および、眼球モデル画
像を少なくとも含む第３のレポートであって、前記被検眼の特性に関する情報の少なくと
も一部が、眼球モデル画像における各々の眼球部位と対応付けられて表示される第３のレ
ポート、を生成し、少なくともいずれかのレポートを選択的にモニタに表示させる表示制
御ステップと、を前記コンピュータに実行させる。
【発明の効果】
【０００９】
　本開示によれば、矯正レンズの処方がより好適に行いやすくなる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本開示に係るレンズ処方補助装置の概要を示した模式図である。
【図２】実施例における基本情報レポートを示した図である。
【図３】実施例におけるシミュレーションレポートを示した図である。
【図４】実施例における眼図レポートを示した図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、実施形態に基づいて本開示を説明する。はじめに、図１を参照し、実施形態に係
るレンズ処方補助装置（以下、「本装置」と称する）１の概略を説明する。本装置１は、
コンピュータであり、そのプロセッサにおいて、本実施形態に係るレンズ処方補助プログ
ラムが実行される。　
【００１２】
　レンズ処方補助プログラムが実行されることで、本装置１は、レンズ処方に有用な情報
を、３つのレポートによって、検者と被検者とに示す。３つのレポートによって、被検眼
における見え方を示したシミュレーション情報、および、被検眼の特性を示す情報が少な
くとも示される。以下の説明では３つのレポートを、便宜上、『基本情報レポート』、『
シミュレーションレポート』、および、『眼図レポート』と称す。本装置１は、３つのレ
ポートのうち１つを、選択的にモニタ上に表示させてもよい。　
【００１３】
　以下の実施例では、本装置１によって、矯正レンズの一種である眼鏡レンズを処方する
ための表示が行われる場合を説明する。但し、必ずしもこれに限られるものではなく、コ
ンタクトレンズの処方にも、本装置１は利用可能である。　
【００１４】
　本装置１は、少なくとも、制御部（本装置１のプロセッサ）３０と、メモリ３１と、を
有する。制御部３０は、本装置１における各種の演算処理、各部の制御、および、各種の
レポートの表示制御等を司る。　
【００１５】
　本実施例において、レンズ処方補助プログラムは、メモリ３１に予め記憶されていても
よい。また、別の実施例では、メモリ３１の代わりに、本装置１に対して着脱可能な記憶
媒体（例えば、フラッシュメモリ、外付けハードディスク等。図示は省略する。）に予め
記憶されていてもよい。　
【００１６】
　また、メモリ３１には、被検眼の特性に関する情報が格納されてもよい。被検眼の特性
に関する情報としては、例えば、検眼装置による各種測定結果、および、被検眼の各種撮
影結果等が挙げられる。制御部３０は、これらの測定結果、撮影結果、或いは、それらを
更に処理した結果を、各々のレポートの中で表示させる。　
【００１７】
　各々のレポートが表示されるモニタ５０は、本装置１に予め備え付けられたものであっ
てもよいし、別体であってもよい。　
【００１８】
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　本装置１は、検眼装置と別体であってもよいし、一体の装置であってもよい。実施例の
本装置１は、検眼装置の一例である波面センサと一体化されており、被検眼の裸眼波面収
差データ（屈折情報の一種）を測定するための測定光学系１００を有している。裸眼波面
収差データは、被検眼における波面収差の分布を示すデータ（波面収差分布データと称す
る）であってもよい。なお、本装置１は、自覚検査装置と一体化された装置であってもよ
い。また、本装置１が別体の装置である場合、本装置１は、例えば、ＰＣまたはタブレッ
ト等の汎用のコンピュータの構成であってもよい。この場合、本装置１は、各種情報（後
述の被検眼における見え方を示したシミュレーション情報、および、被検眼の特性を示す
情報、等の取得を含む）を、検眼装置から直接取得してもよいし、ネットワークで接続さ
れた他の装置から取得してもよい。　
【００１９】
　また、本装置１は、検眼装置および眼鏡店に置かれたクライアント端末とネットワーク
で接続されるサーバー（例えば、クラウドサーバ）であってもよい。　
【００２０】
　測定光学系１００は、例えば、位相差方式の波面センサであってもよいし、シャックハ
ルトマンセンサを用いた波面センサであってもよいし、タルボット式波面センサ（詳しく
は、本出願人による特開２００６－１４９８７１号公報参照）であってもよい。位相差方
式の波面センサでは、眼底にスリット光束が投影され、その反射光束を受光素子によって
検出したときの位相差信号が出力される（例えば、本出願人による特開平１０－１０８８
３７号公報等を参照）。　
【００２１】
　実施例に係る本装置１は、測定光学系１００として、位相差信号の波面センサを有して
いる。位相差方式では、位相差信号の処理結果として、被検眼における屈折度（つまり、
正視眼からの屈折誤差）の分布データが得られる。そして、屈折度の分布データが、波面
収差の分布データに変換される。波面収差の分布データは、被検眼全体の屈折に関する情
報の一例であり、これは、屈折度の分布データ等の屈折力の形式で表現されたデータと、
等価である。　
【００２２】
　本装置１は、更に、ケラトメータ、又はトポグラファー等の角膜形状測定光学系１００
を有していてもよい。角膜形状測定光学系１００は、マイヤリング、プラチドリング等の
指標光束を投影し、角膜に形成される指標像を前眼部正面画像として撮影する構成でもよ
いし、複数の経線方向に関して角膜の断面画像を撮影する構成でもよい。制御部３０は、
前眼部正面画像、又は、複数の角膜断面画像を適宜処理することによって、角膜形状デー
タを取得する。　
【００２３】
　また、本装置１は、被検眼の瞳孔部を含む前眼部画像を撮影する前眼部カメラ（図示せ
ず）を有していてもよい。前眼部画像からは、例えば、被検眼の瞳孔径が測定可能である
。このような前眼部カメラは、照明光の光量を切り替えて撮像可能な構成であってもよい
。例えば、明所視（昼間時）および薄暮視（夜間時）のそれぞれにおける被検眼の前眼部
画像が撮像されてもよい。この場合、本装置１は、明所視撮影用の第１の照明光量と、第
１の照明光量よりも少ない薄暮視撮影用の第２の照明光量とに、照明光源出力が調節可能
であってもよい。更に、本装置１は、前眼部カメラを用いて、被検眼の徹照像を撮影可能
であってもよい。　
【００２４】
　次に、図２から図４を参照して、本装置１がモニタ５０に表示させる３つのレポート（
基本情報レポート、シミュレーションレポート、および、眼図レポート）を詳細に説明す
る。前述したように、本実施例において、モニタ５０上には、３つのレポートのうち１つ
が、選択的にモニタ５０上に表示される。　
【００２５】
　各々のレポートには、種々の情報が含まれている。具体的には、被検眼における見え方
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を示したシミュレーション情報、および、被検眼の特性を示す情報、等のいずれかが含ま
れる。　
【００２６】
　被検眼の特性を示す情報には、検眼装置による被検眼の測定結果であって、眼球光学系
の特性を示す情報が少なくとも含まれる。また、眼球光学系の特性を示す被検眼の撮影画
像が、更に含まれてもよい。検眼装置による被検眼の測定結果の具体例として、被検眼全
体の屈折に関する情報、角膜形状に関する情報、等が挙げられる。　
【００２７】
　ここで、被検眼全体の屈折に関する情報として、前述した被検眼の波面収差分布データ
（屈折力の分布データの形式でもよい）が含まれていてもよい。波面収差分布データに関
する情報は、二次元的なマップで示されてもよいし、数値として示されてもよい。基本情
報レポートでは、二次元的なマップと、そのマップに関する数値（つまり、被検眼の収差
に関する数値）とが、対応づけて示されてもよい。この数値は、瞳孔上の各位置と対応す
る波面収差分布データに基づいて算出されてもよい。数値は、屈折力（屈折誤差である場
合を含む）の形式で表現されてもよく、例えば、瞳孔上の各位置と対応する波面収差分布
データを考慮したＳ（球面度数）、Ｃ（柱面度数）、Ａ（乱視軸角度）の各値であっても
よい。また、被検眼全体における高次収差成分が数値化されたものであってもよい。　
【００２８】
　なお、本装置１において各レポート中に示される被検眼全体の屈折情報は、少なくとも
遠用測定に基づいて得られた情報である。この他に更に、被検眼に調節負荷が生じた状態
での測定により得られた被検眼全体の屈折情報を本装置１は取得し、調節負荷時の屈折情
報を、各レポートの中で表示してもよい。また、調節負荷時の屈折情報に基づいてシミュ
レーション情報（詳細は後述）を生成し、遠用測定時の屈折情報に基づくシミュレーショ
ン情報と共に、または、片方ずつ切り替えて、何れかのレポートの中で表示させてもよい
。　
【００２９】
　角膜形状に関する情報としては、角膜表面の曲率情報、角膜表面のエベレーション（角
膜の近似球面に対する高低差）情報、角膜における屈折分布に関する情報、角膜の断面形
状情報等の少なくともいずれかが含まれる。これらの情報は、二次元的なマップで示され
てもよいし、数値として示されてもよい。　
【００３０】
　シミュレーション情報は、被検眼全体の屈折情報に基づいて推定される被検眼における
見え方をグラフィカルに示す情報である。シミュレーション情報は、裸眼での見え方を示
す情報であってもよいし、矯正状態での見え方を示す情報であってもよい。　
【００３１】
　シミュレーション情報は、例えば、被検眼全体の屈折に関する情報に基づいて生成され
る。シミュレーション情報の具体例として、眼底面に形成される視標像のシミュレーショ
ン画像、ある条件が変化したときの被検眼の見え方の変化（「見え方の変化」は「見え方
の質の変化」であってもよい）をシミュレーション結果として示した図またはグラフ等で
あってもよい。視標像のシミュレーション画像としては、例えば、眼底面での点像強度特
性（point spread function；ＰＳＦ）を表した画像（以下、ＰＳＦ画像と称する）であ
ってもよいし、自覚検査視標の見え方を表した画像であってもよい。　
【００３２】
　各レポートにおいて、昼間時と夜間時との間で変化する情報については、昼間時での情
報と、夜間時での情報と、の両方が、同時に表示されてもよい。また、昼間時での情報と
、夜間時での情報と、はいずれか一方が選択的に表示されてもよい。この場合、昼間時で
の情報と、夜間時での情報と、が所定の操作入力に基づいて切り替え表示されてもよい。
昼間時での情報と、夜間時での情報と、の両方が表示されることで、昼間時と夜間時との
間で変化する情報間時と夜間時との間での眼の状態の違いが、検者または被検者によって
把握されやすくなる。このため、このような表示は、昼間時と夜間時との状態の違いが大
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きな眼の場合、夜間用の眼鏡の処方を、検者から被検者に提案するうえで有用である。　
【００３３】
　昼間時と夜間時とでは瞳孔径が変化し、更に、瞳孔径の変化に伴って眼全体の屈折に関
する情報も変化する。このため、昼間時と夜間時との間で変化する情報の具体例としては
、瞳孔径および眼全体の屈折に関する情報の他、シミュレーション情報、前眼部画像、等
が挙げられる。　
【００３４】
　各レポートにおいて、左右の眼のそれぞれにおける情報が、同時に表示されてもよい。
この場合、右眼に関する情報と、左眼に関する情報とが、画面上で左右に分けて配置され
てもよい。　
【００３５】
　また、更に、本装置１では、眼鏡レンズのポジション情報が、いずれかのレポートにお
いて示されてもよい。　
【００３６】
　眼鏡レンズのポジション情報は、被検眼または被検者の顔に対して、眼鏡レンズが配置
される位置に関する情報である。ポジション情報の具体例としては、ＰＤ（瞳孔間距離：
左右の眼の間隔）、ＶＤ（角膜頂点間距離：角膜頂点から眼鏡レンズの後面までの距離）
等が挙げられる。各々のポジション情報は、実測値であってもよい。　
【００３７】
　＜基本情報レポート＞３つのレポートのうち、まずは、基本情報レポートについて説明
する。基本情報レポートは、２種以上の眼球光学系情報によって主に構成される。基本情
報レポートには、専ら、検者に対して提供されるべき情報が集約されていることが好まし
い。より詳細には、基本情報レポートには、被検眼の特性に関する情報のうちレンズ処方
に活用される種々の情報が少なくとも集約されていることが好ましい。また、本実施形態
において基本情報レポートには、眼鏡レンズのポジション情報についても、集約されてい
る。　
【００３８】
　基本情報レポートには、被検眼の特性に関する情報として、被検眼全体の屈折に関する
情報が少なくとも含まれることが好ましい。また、更に、角膜形状に関する情報が、被検
眼の前眼部正面画像２０１ａ～２０１ｄ、徹照像２０２ａ，２０２ｂ、瞳孔径等が、被検
眼の特性に関する情報として含まれてもよい。　
【００３９】
　図２の基本情報レポートでは、被検眼の屈折情報の１つとして、被検眼の屈折度分布マ
ップ２０４ａ～２０４ｄが表示される。瞳孔上の各位置における屈折度（屈折誤差）を示
したマップである。図２に示すように、屈折度分布マップ２０４ａ～２０４ｄは、前眼部
正面画像２０１ａ～２０１ｄの瞳孔内に重畳表示される。本実施例において、屈折度分布
マップ２０４ａ～２０４ｄは、測定光学系１００から出力される位相差信号の処理結果と
して導出することができる。本実施例では、ボタン２０３の選択操作に応じて屈折度分布
マップ２０４ａ～２０４ｄが表示される。矯正レンズを処方した場合に、見え方が改善し
やすい眼であるか否かを、屈折度分布マップ２０４ａ～２０４ｄによって検者に把握させ
ることができる。　
【００４０】
　図２では、屈折度分布マップ２０４ａ～２０４ｄと対応付けて、瞳孔上の各位置と対応
する波面収差分布データに基づくＳ、Ｃ、Ａの各値（図２における「ＷＦレフ値」）、お
よび、高次収差成分を示す値が、それぞれ表示される。ＷＦレフ値は、自覚検査の初期値
として活用可能である。また、高次収差の値が大きいほど、眼鏡レンズで矯正しても視力
が改善しにくいことを、検者に把握させることができる。ＷＦレフ値と、高次収差の値と
は、必ずしも両方同時に表示される必要はなく、いずれか一方のみが表示されてもよい。
　
【００４１】
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　また、図２では、更に、「レフ値」が、屈折度分布マップ２０４ａ～２０４ｄと対応付
けて表示される。本実施例にいう「レフ値」は、瞳孔上の一部の領域（具体的には、所定
半径のリング状領域）における屈折度（屈折誤差）を、Ｓ、Ｃ、Ａの各値によって表して
いる。「レフ値」は、所定半径のリング状領域における位相差信号から屈折度を求めるこ
とで導出される。本実施例において、「レフ値」は、参考値である。ＷＦレフ値の方が、
被検眼の各位置における収差が考慮されているので、より最終的な処方値に近いものと考
えられる。　
【００４２】
　また、図２では、前眼部正面画像２０１ａ～２０１ｄと対応付けて、瞳孔径、および、
瞳孔ずれが示される。瞳孔ずれは、測定軸と、瞳孔中心とのずれ量を示している。瞳孔ず
れの値は、例えば、瞳孔間距離ＰＤを補正するために利用される。　
【００４３】
　また、昼間時と夜間時とでは瞳孔径が変化し、更に、瞳孔径の変化に伴って眼全体の屈
折情報も変化する。そこで、基本情報レポートにおいて、被検眼全体の屈折に関する情報
は、昼間時における情報と、夜間時における情報と、の両方が同時に表示される。この場
合、昼間時における情報と、夜間時における情報と、は画面上の異なる領域に分かれて表
示されてもよい。一例として、図２では、昼間時における被検眼全体の屈折に関する情報
と、夜間時における被検眼全体の屈折に関する情報とが、画面の上下に分かれて表示され
ている。　
【００４４】
　また、本実施例では、ＷＦレフ値（瞳孔上の各位置と対応する波面収差分布データを考
慮したＳ、Ｃ、Ａの各値）についての、昼間時における値と、夜間時における値との差分
が、表示される。昼間時の屈折度を基準に矯正された被検眼では、差分が大きいほど、そ
の矯正値では、夜間時における見え方が低下しやすいこととなる。本実施例では、上記の
差分は、夜間時における屈折度分布マップ２０４ｂ，２０４ｄと対応づけて表示される。
　
【００４５】
　図２の基本情報レポートでは、角膜形状に関する情報として、角膜曲率、角膜における
収差、角膜の径（直径または半径）、および、角膜曲率マップ２０５ａ，２０５ｂ等が、
表示されている。図２において、これらの情報は、画面上部にまとめて表示される。　
【００４６】
　また、図２では、角膜曲率マップ２０５ａ，２０５ｂ上に角膜の主経線が重畳表示され
る。例えば、角膜曲率は、コンタクトレンズを処方するために活用される。また、角膜曲
率マップによって、円錐角膜等の角膜形状異常の疑いを、検者に容易に把握させることが
できる。また、角膜曲率マップ２０５ａ，２０５ｂは、例えば、レフ値における乱視成分
が、角膜由来のものか否かを、検者が把握するうえで有用である　図２の基本情報レポー
トでは、徹照像２０２ａ、２０２ｂが表示される。徹照像２０２ａ、２０２ｂ中に混濁が
確認される場合、眼鏡レンズで矯正しても混濁によって視力が改善しにくいことを、検者
に把握させることができる。図２において、徹照像２０２ａ、２０２ｂは、画面上部にま
とめて表示される。　
【００４７】
　図２において、角膜形状に関する情報、および、徹照像２０２ａ、２０２ｂのそれぞれ
は、眼光学系情報のうち、矯正レンズの処方により矯正できない成分の程度を、数値また
は画像によって表している。これらの情報によって、矯正レンズを処方した場合に、見え
方が改善しやすい眼であるか否かを、検者に把握させることができる。　
【００４８】
　特に、図２では、角膜形状に関する情報、および、徹照像２０２ａ，２０２ｂが、被検
眼全体の屈折に関する情報とは、分かれて（別々の領域に）表示される。このため、眼鏡
の処方および自覚検査において、直接的に利用される被検眼全体の屈折に関する情報と、
その検査等をすすめるうえでの参考情報（例えば、角膜形状に関する情報、および、徹照
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像２０２ａ）とを、検者に区別させやすい。　
【００４９】
　また、図２では、角膜形状に関する情報、および、徹照像２０２ａ，２０２ｂとが、隣
りに並んで表示されるので、矯正レンズを処方した場合に、見え方が改善しやすい眼であ
るか否かを、いっそう容易に検者に把握させやすい。　
【００５０】
　また、図２の基本情報レポートでは、被検眼の特性に関する情報が、左右眼同時に表示
される。より具体的には、左右それぞれの眼についての被検眼の特性に関する情報が、画
面の左右に分かれて表示される。これにより、不同視であるか否かが、検者に容易に把握
されやすい。　
【００５１】
　図２の基本情報レポートでは、眼鏡レンズのポジション情報として、瞳孔間距離ＰＤ、
および、角膜頂点間距離ＶＤが、表示される。これらの値は、瞳孔間距離ＰＤは、眼鏡フ
レームに対するレンズ中心を決定するうえで参照される。また、角膜頂点間距離ＶＤは、
矯正時のシミュレーション情報を得るうえで参照される。　
【００５２】
　＜シミュレーションレポート＞シミュレーションレポートは、シミュレーション情報に
よって主に構成される。　
【００５３】
　シミュレーションレポートには、シミュレーション情報として、例えば、視標像のシミ
ュレーション画像が含まれてもよいし、自覚検査の予測検査結果が含まれもよい。予測検
査結果は、自覚検査における検査途中での結果を予測したものであってもよいし、最終的
な自覚処方値を予測したものであってもよい。　
【００５４】
　例えば、図３に示すように、自覚検査用の視標についての見え方を示したシミュレーシ
ョン画像３０１ａ～３０１ｄが、シミュレーションレポートにおいて示されてもよい。自
覚検査用の視標は、視力検査用視標、乱視標、スクリーニング用視標等のいずれであって
もよい。図３では、視力検査指標がシミュレーション画像３０１ａ～３０１ｄとして示さ
れている。図３に示すように、自覚検査用の視標は、視標と対応する視力値と共に表示さ
れてもよい。これによって、被検者の視力を、検者が推測できる。なお、図３では、予め
定められた３種類の視力値（より詳細には、２０／１００、２０／４０、２０／２０）の
見え方が、各々のシミュレーション画像３０１ａ～３０１ｄにおいて示されている。　
【００５５】
　シミュレーションレポートでは、自覚検査用の視標に代えて、又は、自覚検査用の視標
と共に、点視標のシミュレーション画像である，ＰＳＦ画像が示されてもよい。図３の例
では、モニタ５０上のボタン（コントロールの一例）の選択操作によって、シミュレーシ
ョンレポートにおいて、自覚検査用の視標が表示されるモードと、同レポートにおいて、
ＰＳＦ画像が示されるモードと、に切り替えられる。　
【００５６】
　図３に示すように、シミュレーションレポートにおいて、シミュレーション画像３０１
ａ～３０１ｄと共に、ストレール比が示されてもよい。ストレール比は、ＰＳＦの最大強
度分布として導出される。ストレール比が１に近いほど、コントラスト感度が高く、収差
が少ない。ストレール比が表示されることで、検者および被検者は、見え方の質を、定量
的に把握できる。　
【００５７】
　シミュレーションレポートには、裸眼での見え方を示すシミュレーション情報（以下、
『裸眼シミュレーション情報』と称す）と、矯正状態での見え方を示すシミュレーション
情報（以下、『矯正シミュレーション情報』と称す）と、が同時に、又は、切り替えて片
方ずつ、表示されてもよい。図３では、裸眼シミュレーション情報の一例である裸眼シミ
ュレーション画像３０１ａ，３０１ｂと、矯正シミュレーション情報の一例である構成シ
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ミュレーション画像３０１ｃ，３０１ｄと、が同時に表示されている。裸眼シミュレーシ
ョン情報と、矯正シミュレーション情報との両方が表示されることで、眼鏡レンズによる
見え方の改善を、検者および被検者に、容易に把握させることができる。　
【００５８】
　＜矯正レンズの度数設定＞本装置１は、矯正シミュレーション情報として、新レンズ（
これから処方する眼鏡レンズ）での矯正状態におけるシミュレーション情報が、少なくと
も表示される。但し、必ずしもこれに限られるものではなく、旧レンズ（被検者が装用中
の眼鏡のレンズ）での矯正状態におけるシミュレーション情報が、矯正シミュレーション
情報の一種として、さらに表示されてもよい。旧レンズによる矯正シミュレーション情報
と、新レンズによる矯正シミュレーション情報とは、同時に表示されてもよいし、切り替
えて片方ずつ表示されてもよい。旧レンズによる矯正シミュレーション情報と、新レンズ
による矯正シミュレーション情報との両方が表示されることで、新レンズによる見え方の
改善効果を、被検者に把握させやすい。旧レンズの矯正度数は、例えば、旧レンズを測定
したレンズメータから測定データが本装置１へ送信されることで、本装置１は取得しても
よいし、操作部を介して矯正度数が入力されてもよい。　
【００５９】
　新レンズでの矯正シミュレーション情報は、最高視力が得られるレンズが装用された状
態での見え方を示すものであってもよい。通常、眼鏡店に在庫される眼鏡レンズは、その
矯正度数が所定度数刻み（例えば、球面度数に関しては、０．２５Ｄ刻み等）である。そ
こで、例えば、予め定められた複数の度数であって、所定度数刻み（所定度数ステップ）
の度数の中から、被検眼にとって最高視力が得られる度数が、被検眼の屈折情報（例えば
、レフ値、屈折誤差の分布情報、収差情報等のいずれか）に基づいて選択されてもよい。
そして、選択された度数にて矯正された見え方が、新レンズでの矯正シミュレーション情
報において示されてもよい。最高視力が得られる度数が複数ある場合、それらの度数の中
で、最もレンズの厚みが薄くなる度数が、シミュレーションされる眼鏡レンズの度数とし
て選択されてもよい。勿論これに限られるものではなく、最高視力が得られる度数が複数
ある場合、それらの度数の中で、最もプラス寄りの度数、最もマイナス寄りの度数等、適
宜定められていてもよい。　勿論、新レンズでの矯正シミュレーション情報は、必ずしも
所定度数刻みの度数で矯正された状態がシミュレーションされたものに、必ずしも限定さ
れない。例えば、矯正シミュレーション情報は、被検眼の低次収差成分が完全に矯正され
た見え方を示すものであってもよい。また、新レンズでの矯正シミュレーション情報とし
て、所定度数刻みの度数にて矯正された見え方を示すものと、低次収差成分が完全に矯正
された見え方を示すものと、が同時に、又は、切り替えて片方ずつ、表示されてもよい。
　
【００６０】
　以上の通り、本装置１において、シミュレーションにおける新レンズの度数は、検眼装
置での収差測定の結果に基づいて、自動的に設定される。但し、自動的に設定された値か
ら、検者の操作によって、新レンズの度数を変更可能であってもよい。操作部を介して、
任意の度数が入力されたり、所定度数刻みの度数の増減指示が入力されたりすることで、
シミュレーションにおける新レンズの度数として、新たな値が反映されてもよい。そして
、新たな値に基づいて、シミュレーション情報が更新されてもよい。　
【００６１】
　以下の説明において、本装置１は、裸眼波面収差情報に基づいて、いずれかの矯正度数
を持つ矯正レンズの処方を想定した被検眼の矯正波面収差データが演算され、更に、矯正
波面収差データを処理することによって矯正シミュレーション情報が取得されるものとし
て説明を行う。より詳細な矯正波面収差データの演算方法は、例えば、本出願人による国
際公開番号：ＷＯ２０１３／１５１１７１等を参照されたい。　
【００６２】
　また、図３におけるシミュレーションレポートには、コントラスト視力を示すグラフ３
０２ａ，３０２ｂが、シミュレーション情報の一例として表示される。コントラスト視力
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は、ＭＴＦ（空間周波数特性）に基づいて導出されてもよい。なお、ＭＴＦは、ＰＳＦの
フーリエ変換によって得られるＯＴＦ（光伝達関数）の絶対値である。裸眼状態でのコン
トラスト視力は、裸眼波面収差データに基づくＭＴＦから、矯正状態でのコントラスト視
力は、矯正波面収差データに基づくＭＴＦから、それぞれ導出することができる。　
【００６３】
　グラフ３０２ａ，３０２ｂは、コントラストの大きさ毎の視力値を示すものであてもよ
い。例えば、図３に示すように、縦軸と横軸との一方をコントラスト、他方を視力値とす
るものであってもよい。　
【００６４】
　グラフ３０２ａ，３０２ｂには、被検眼の裸眼でのコントラスト視力を示すデータ３１
１、矯正状態でのコントラスト視力を示すデータ３１２、正視眼におけるコントラスト視
力を示すデータ３１３が、同時に示される。正視眼におけるコントラスト視力を示すデー
タ３１３は、予め行われた複数の被検者に対するコントラスト視力の測定結果に基づく参
考値である。図３において、正視眼におけるコントラスト視力を示すデータは、例えば、
屈折誤差が所定度数未満（例えば、０．５Ｄ未満）であって、一定年代に属する被検者に
対する測定結果から導出されている。　
【００６５】
　図３において、各データ３１１、３１２、３１３は、折れ線グラフの形式で表現される
。　
【００６６】
　これら３種類のデータ３１１、３１２、３１３は、何れも１つのグラフの中で表示され
る。被検眼の裸眼でのコントラスト視力を示すデータ３１１、矯正状態でのコントラスト
視力を示すデータ３１２、のそれぞれによって、裸眼状態、および、矯正状態のそれぞれ
における、コントラストの大きさ毎の視力を、検者および被検者が容易に理解することが
できる。また、それらを、正視眼におけるコントラスト視力を示すデータ３１３と見比べ
る。これにより、例えば、コントラストを改善させる機能を持ったレンズ（例えば、カラ
ーレンズ）の処方を、検者から被検者へ提案する際に有用である。また、コントラスト視
力が低い場合、中間透光体の混濁、および、網膜機能の低下等の視機能の異常または低下
が推察される。このため、グラフ３０２ａ，３０２ｂによって、検者および被検者は、視
機能の異常または低下の疑いの有無を容易に把握することができる。　
【００６７】
　図３では、シミュレーション画像３０１ａ～３０１ｄとして示される視標と対応する視
力値が、図３のグラフ３０２ａ，３０２ｂにおいて強調表示される。例えば、グラフ３０
２ａ，３０２ｂでは、視力値２０／１００、２０／４０、２０／２０の３箇所において、
縦線が表示され、これにより、視力値が強調されている。　
【００６８】
　ここで、図３のグラフ３０２ａ，３０２ｂにおける矯正状態でのコントラスト視力を示
すデータ３１２は、前述の所定度数刻みの矯正度数を用いてシミュレーションされる。眼
鏡店に在庫されるレンズで矯正された場合におけるコントラスト視力がシミュレーション
されるので、コントラストを改善させる機能を持ったレンズの提案を、より好適に行いや
すい。　
【００６９】
　図３では、昼間時と夜間時とのそれぞれにおける、シミュレーション画像３０１ａ～３
０１ｄおよびグラフ３０２ａ，３０２ｂが、同時に表示される。（昼間時用の）矯正レン
ズが処方されたときの見え方がそれぞれにおいて示される、昼間時でのシミュレーション
情報と、夜間時でのシミュレーション情報と、の間に大きいな違いが確認される場合、昼
間時用と夜間時用とで、２種類の眼鏡を処方すべきであることを、検者および被検者が容
易に把握できる。　
【００７０】
　また、図３に示す各々のシミュレーション画像３０１ａ～３０１ｄ、および、グラフ３
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０２ａ，３０２ｂは、いずれも、昼間時における被検眼全体の屈折に関する情報に基づい
て矯正度数が設定され、その矯正度数を用いて導出されたものである。つまり、昼間時用
の矯正レンズが装用されたときのシミュレーション情報が示されている。但し、必ずしも
これに限られるものではなく、夜間時用の矯正レンズが装用されたときのシミュレーショ
ン情報が、シミュレーションレポートにおいて示されてもよい。夜間時用の矯正レンズが
装用されたときのシミュレーション情報が表示されることで、夜間時用のレンズを処方す
ることの意義を、検者および被検者が容易に把握できる。　
【００７１】
　夜間時用の矯正レンズが装用されたときのシミュレーション情報（例えば、シミュレー
ション画像およびグラフのいずれか）は、夜間時における被検眼全体の屈折に関する情報
に基づいて矯正度数が設定され、その矯正度数を用いて導出される。昼間時用の矯正レン
ズが装用されたときのシミュレーション情報、および、夜間時用の矯正レンズが装用され
たときのシミュレーション情報は、同時に、又は、切り替えて片方ずつ、表示されてもよ
い。　
【００７２】
　また、新レンズにおいて想定される装用環境に応じたコントラストの値を、グラフ３０
２ａ，３０２ｂ上で強調して示してもよい。このようなグラフ３０２ａ，３０２ｂによっ
て、新レンズにおいて想定される装用環境に応じたコントラストにおける矯正状態での視
力値（コントラスト視力）を、検者および被検者に確認させることができる。　
【００７３】
　例えば、新レンズの装用環境として、夜間における車両の運転時が想定される場合、夜
間の路上障害物または歩行者等と、背景と、のコントラストの値が、いずれかのグラフ３
０２ａ，３０２ｂ上で（例えば、夜間時のコントラスト視力を示すグラフ３０２ｂ上がよ
り好ましい）強調されてもよい。これにより、夜間における車両の運転時における障害物
等の視認性を、検者および被検者に把握させることができる。　
【００７４】
　なお、予め用意された複数の装用環境の中から、新レンズの装用環境が、操作部３５へ
の操作入力に基づいて選択されてもよい。選択の結果、選択された装用環境に対し、予め
設定されたコントラストの値が、グラフ３０２ａ，３０２ｂ上で強調される。　
【００７５】
　図３のシミュレーションレポートでは、左右切換ボタン３０３ａ，３０３ｂの操作に応
じて、片眼毎のシミュレーション情報が切換表示される。しかし、必ずしもこれに限られ
るものではなく、両眼のシミュレーション情報が同時に表示されてもよい。　
【００７６】
　＜眼図レポート＞　眼図レポートは、眼球モデル画像４０１と、被検眼の特性に関する
情報、および、シミュレーション情報の一方または両方と、によって構成される。被検眼
の特性に関する情報、およびシミュレーション情報のうち少なくとも一部は、眼球モデル
画像４０１と対応付けられて表示される。　
【００７７】
　ここで、被検眼の特性に関する情報およびシミュレーション情報（便宜上、２つをまと
めて「眼球光学系情報等」と称す）と、眼球モデル画像４０１と対応づけの態様を、より
具体的に説明する。例えば、眼球モデル画像４０１の眼球部位毎に、眼球部位と関連する
眼球光学系情報等が接近または重畳された状態で配置されることによって、眼球光学系情
報等と眼球モデル画像４０１とが対応づけられてもよい。ある眼球部位と関連する眼球光
学系情報等は、例えば、その眼球部位についての測定結果、撮影結果、当該部位における
結像の何れかを示す情報であってもよい。　
【００７８】
　また、例えば、眼球光学系情報等と対応部位との対応付けを示すシンボル（例えば、線
、矢印、吹き出し等）が用いられてもよい。また、ポインティングデバイス等による眼球
モデル画像４０１上のいずれかの部位に対する選択操作を受け付けた場合に、選択された



(12) JP 2018-38497 A5 2019.9.5

部位と対応する眼球光学系情報等を強調表示（具体例としては、拡大表示、点滅表示、ポ
ップアップ表示等）することで、対応付けが表されてもよい。　
【００７９】
　例えば、図４に示す眼図レポートにおける眼球モデル画像４０１では、眼底に、眼底に
おける点像の結像を示すＰＳＦ画像４０２ａ，４０２ｂが、水晶体に、主に水晶体の混濁
を示す撮影画像である徹照像４０３が、前眼部に、前眼部の正面反射画像４０４ａ，４０
４ｂが、角膜に、角膜曲率マップ４０５が、それぞれ対応づけられている。また、図４で
は、眼底で反射されて眼の外に導かれる光束を示す円錐形状のグラフィック４０６が、眼
球モデル画像４０１上に描写されている。このグラフィック４０６は、被検眼の透光体全
体と対応するものである。例えば、眼球外での円錐の底面部分（又は、断面）からは、眼
底反射光の波面を、検者等が想起しやすい。図４に示すように、このようなグラフィック
４０６には、例えば、屈折度分布マップ４０７ａ，４０７ｂが対応づけられてもよい。　
【００８０】
　また、図４では、屈折度分布マップ４０７ａ，４０７ｂを中継して、グラフィック４０
６に、自覚検査用の視標についての見え方を示したシミュレーション画像４０８ａ，４０
８ｂが対応づけられている。これにより、被検者における見え方と屈折分布との関係性が
、被検者おいて直感的に理解されやすくなる。　
【００８１】
　以上のような眼球光学系情報と眼球モデル画像との対応づけ表示によって、被検者にお
いて馴染みの薄い眼球光学系情報およびシミュレーション情報の意味を、検者から被検者
へ説明しやすくなる。　
【００８２】
　図４では、画面上に表示される各種情報のうち、昼間時と夜間時とで変化する情報につ
いては、昼間時における値（データ）と、夜間時における値（データ）と、の両方が、同
時に表示される。具体的には、ＰＳＦ画像４０２ａ，４０２ｂ、前眼部の正面反射画像４
０４ａ，４０４ｂ、屈折度分布マップ４０７ａ，４０７ｂ、および、自覚検査用の視標の
シミュレーション画像４０８ａ，４０８ｂ、の昼間時および夜間時のそれぞれのデータが
同時に表示される。これにより、昼間時と夜間時とにおける眼の各部の状態の違い、又は
、見え方の違い等を比較して説明しやすい。　
【００８３】
　眼図レポートにおけるシミュレーション情報は、裸眼シミュレーション情報と、矯正シ
ミュレーション情報と、が同時に、又は、切り替えて片方ずつ、表示されてもよい。図４
の例では、モニタ５０に表示される裸眼シミュレーション選択ボタン４０９と、矯正シミ
ュレーション選択ボタン４１０と、のうち一方が選択されることで、選択された一方に関
するシミュレーション情報が、切換表示される。　
【００８４】
　また、図４では、シミュレーション情報に対応づけて、高次収差成分を示す数値が表示
される。この数値が大きい場合、矯正の効果が得られ難い被検眼であることを、この数値
を用いて、検者から被検者へ説明しやすい。なお、図４では、昼間時での数値と、夜間時
における数値と、の両方が表示される。このため、昼間時での数値と、夜間時における数
値と、の差が大きい場合に、角膜または水晶体の周辺側で収差が大きく、夜間における見
え方が改善し難いことを、検者から被検者へ説明しやすい。　
【００８５】
　＜各レポートの切換方法＞選択的に表示される任意のレポートから、別の任意のレポー
トへ、モニタ５０上に表示されるレポートを切換可能であってもよい。表示切換は、モニ
タ５０上のコントロール（例えば、ボタン、タブ、アイコン等）に対する１回の選択操作
（例えば、モニタ５０上のタブおよびボタン等への１クリックまたは１タップ）に基づい
て実行されてもよい。例えば、本実施例では、３つのレポートとそれぞれ対応するレポー
ト選択タブ５０１，５０２，５０３が、いずれのレポートとも一緒にモニタ５０に表示さ
れる。いずれか１つのタブを選択する選択操作が入力されることで、選択されたタブと対
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応するレポートがモニタ５０上に表示されるようになる。なお、実施例では、第１タブ５
０１が基本情報レポートと、第２タブ５０２がシミュレーションレポートと、第３タブ５
０３が眼図レポートと、それぞれ対応する。　
【００８６】
　本実施例において、いずれのレポートにおいても、各タブ５０１，５０２，５０３の選
択操作は受け付け可能であり、また、１単位の選択操作で選択されたタブと対応するレポ
ートが切換えて表示される。ここでいう１単位の選択操作は、マウスに対する１回のクリ
ック、タッチパネルに対する１回のタップ等、コントロールを選択するうえでの最小限の
操作である。　
【００８７】
　各タブ５０１～５０３には、それぞれのタブと対応するレポートをシンボル化したアイ
コンが表示されている。アイコンは、各レポートにおいて固有のグラフィックがシンボル
化されていてもよい。例えば、第２タブ５０２には、シミュレーシシミュレーションレポ
ートのみで表示される自覚検査用視標のシミュレーション画像がシンボル化されたアイコ
ンが設けられており、第３タブ５０３には、眼図レポートのみで表示される眼球モデル画
像がシンボル化されたアイコンが設けられている。なお、第１タブ５０１は、基本情報レ
ポートが、検者向けのレポートであることを示すため、カルテを模したアイコンが設けら
れている。　
【００８８】
なお、タブ５０１～５０３の配置順序は、操作部の操作によって任意に入れ替え可能であ
ってもよい。例えば、検者が、ポインティングデバイスを介していずれかのタブ５０１～
５０３を選択し、上下にドラッグすることで、ドラッグに応じた配置順序が設定されても
よい。例えば、検者または被検者が閲覧する順序で、タブを並び替えることで、各レポー
トの閲覧および検者から被検者への説明が容易になる。　
【００８９】
　＜データの出力＞本実施例では、各レポートに表示される出力ボタン６０１，６０２が
選択されることで、本装置１の外部に、データが出力される。　
【００９０】
　ボタン６０１は、自覚検眼装置へデータを送信するために選択される。ボタン６０１に
は、自覚検眼装置（レフラクター）を模したアイコンが付されている。本実施例では、ボ
タン６０１が選択された場合、ＷＦレフ値が、本装置１から自覚検眼装置へ少なくとも送
信される。これに限らず、シミュレーション画像等のシミュレーション情報が、ボタン６
０１が選択された場合に送信されてもよい。また、ボタン６０１の操作に基づいて自覚検
眼装置へ送信されるデータは、昼間時でのデータであってもよいし、夜間時でのデータで
あってもよい。これらの何れが送信されるかについて、検者が選択可能であってもよい。
　
【００９１】
　なお、ボタン６０２は、各レポートをプリントアウトする場合に選択される。　
【００９２】
　以上、本装置１では、『基本情報レポート』『シミュレーションレポート』『眼図レポ
ート』の３種類を、選択的にモニタ５０に表示させる。基本情報レポートは、レンズ処方
において活用される種々の情報が集約されているので、検者が、自覚検査、および、新レ
ンズの処方値を定めるために利用される。また、シミュレーションレポートは、シミュレ
ーション情報が集約されており、矯正状態での被検眼の見え方を示すシミュレーション画
像が少なくとも含まれる。これにより、新レンズによる矯正状態での被検眼の見え方を、
検者および被検者に把握させることができる。また、眼図レポートは、基本情報レポート
に含まれる情報の少なくとも一部であって、矯正シミュレーション画像での見え方に影響
する情報が、眼図モデル画像における部位ごとに対応づけられて表示される。これにより
、矯正シミュレーション画像として明瞭なシミュレーション画像が、シミュレーションレ
ポートにて示されない場合に、どのような要因（眼球光学系情報）に起因するものである
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かを、検者から被検者に対して簡単に説明しやすい。このように、本装置１が表示する３
種類のレポートは、被検者に対して新レンズの効果を適正に示し、且つ、検者がその新レ
ンズを処方するうえで、有用である。　
【００９３】
　以上、実施形態に基づいて説明を行ったが、本開示は、上記実施形態に限定されること
なく、様々な変形が可能である。　
【００９４】
　例えば、上記実施形態では、基本情報レポート、シミュレーションレポート、眼図レポ
ートの３つのレポートを選択的に表示可能であったが、かならずしもこれに限られるもの
ではない。　
【００９５】
　例えば、基本情報レポートと、眼図レポートとの２つのレポートのみの間で、レポート
を選択的に表示可能であってもよい。この場合、眼図レポートは、上記実施形態における
シミュレーションレポートの役割を兼用するものであって、矯正シミュレーション情報が
少なくとも含まれていることが好ましい。また、更に、眼図レポートにおいては、その矯
正シミュレーション情報による見え方に影響を与える被検眼の特性に関する情報の少なく
とも一部が、眼球モデル画像における各々の眼球部位と対応付けられて表示されることが
好ましい。このような変容例では、より少ないレポートの数で、好適に矯正レンズの処方
を行いやすい。
　これに対し、上記実施形態で示したように、シミュレーション情報は、種々のものがあ
るので、種々のシミュレーション情報が含まれるレポートは、画面構成が複雑になりやす
いが、上記実施形態では、これが独立したレポートで（基本情報レポート、および、眼図
レポートとは別のレポートとして）表示されるので、各レポートが理解されやすくなって
いる。　
【００９６】
　また、例えば、矯正状態での被検眼の見え方を示すシミュレーション情報として、矯正
レンズに「くもり」が生じたときにおけるシミュレーション情報が表示されてもよい。シ
ミュレーションされる「くもり」の程度に応じた所定の収差を考慮して、シミュレーショ
ン演算が行われることで、「くもり」が生じたときにおけるシミュレーション情報を取得
してもよい。
【符号の説明】
【００９７】
１　　　　レンズ処方補助装置
３０　　　ＣＰＵ
３１　　　記憶部（メモリ）
５０　　　モニタ　
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